
地図作成作業についてのお知らせ

金沢地方法務局では，令和３年度の事業として，石川県白山市美

川和波町地区において，次のとおり，登記所備付地図(不動産登記

法第１４条１項で規定する地図)の作成作業を行います。

地図作成作業に当たり，地区の皆様のご理解とご協力をお願いい

たします。

対 象 地 区

石川県白山市美川和波町ル，ワ，カ，ソ，美川浜町ヨ，美川末

広町ル，カ，ヨ，ソの各全部

石川県白山市美川和波町北，美川永代町甲，ヲ，美川浜町ル，

ヲ，タ，ソ，美川中町イの各一部

作 業 期 間

令和３年１月から令和4年３月まで

(注)作業の工程については，パンフレットをご覧ください。

お問い合わせ・連絡先

〒９２９-０２２４

白山市美川文化会館「アクア」内石川県白山市美川中町イ１６番地６

金沢地方法務局不動産登記部門 地図整備 筆界特定室 地図作成作業現地事務所･

電話番号 ０７６-２７８-６２３９

(土・日・祝日を除く8：30～17：00)

担当：上島( )うえしま

〒９２１-８５０５

石川県金沢市新神田四丁目３番１０号

金沢地方法務局不動産登記部門 地図整備 筆界特定室･

電話番号 ０７６-２９２-７８２０

(土・日・祝日を除く8：30～17：00)

担当：近吉( )ちかよし







【所在地】
〒９２９-０２２４

石川県白山市美川中町イ１６番地６ 白山市美川文化会館「アクア」内

金沢地方法務局 地図作成作業現地事務所

電話・FAX　０７６-２７８-６２３９

(土・日・祝日を除く8：30～17：00)

【案内図】

金 沢 地 方 法 務 局
地 図 作 成 現 地 事 務 所



無料相談所の開設について
（相続登記及び境界に関する問題の相談）

登記所備付地図作成作業現地事務所では，以下の期間において，相続登記及び

境界問題に関する無料相談所を開設しますので，ご利用ください。

なお，相談は予約制とさせていただいておりますので，事前にお電話で予約を

お願いします。

相談所の場所

石川県白山市美川中町イ１６番地６白山市美川文化会館「アクア」内

(ただし，新型コロナウイルス感染対策のため，当面の間，原則として電

話による相談とさせていただきます。)

開設期間及び開設日時等

開 設 期 間 令和３年４月６日から同年８月３１日まで

開 設 日 時 期間内の火曜日・木曜日(ただし，祝日を除く。)

午前９時から午後４時まで

相 談 時 間 １回３０分以内

予約について

予約受付時間 平日の午前９時から午後４時まで

ただし，相談予定日の前々日の正午までにお電話をお

願いします。

予約電話番号 ０７６-２７８-６２３９

ご不明な点がございましたら，下記へお問い合わせください。

記

〒９２９-０２２４

石川県白山市美川中町イ１６番地６白山市美川文化会館「アクア」内

金沢 地 方 法 務 局 不 動 産 登 記 部 門 地 図 整 備 筆 界 特 定 室 地 図 作 成 作 業 現 地 事 務 所･

電話番号 ０７６-２７８-６２３９ (平日８：３０～１７：００)


